
第4節 県の事務・事業における温室効果ガス排出削減

福井県庁地球温暖化防止実行計画（福井県庁エコオフィスプラン）について

地球温暖化対策推進法第21条第1項に基づき、 福井県庁の事務およ

び事業により排出される温室効果ガスの排出を抑制することによリ、 県

自らが地球温暖化防止策を実施するとともに、 県民、 事業者および市町

の地球温暖化防止に向けた積極的な活動を促進することを目的に、 その

実行内容を定めます。

今回、 第3期実行計画が目標年度（平成29年度） に達したこと、 平

成27年12月にco P 21 で採択された「パリ協定」を踏まえて平成

28年5月に「地球温暖化対策計画」が閣議決定されたことから、 第3

期実行計画の見直しを行い、 本節を第4期実行計画に位置づけます。

1 対象とする部局、 事務・事業の範囲

知事部局（本庁、 出先機関）、 教育委員会（本庁、 出先機関、 教育機関）、 議

会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、県警（本部、

警察学校、 警察署） が行うすべての事務および事業とします。

また、 他者に委託等をして行う事務・事業のうち、 隈有施設の管理運営を公

益法人等に委託して行うものについては温室効果ガス排出量の算定対象とし

（公共事業など民間に委託して行う事業は算定対象外）、 受託者に対し可能な限

り温室効果ガス排出量の削減等の措置を講ずるよう要請するものとします。

2 計画期間

平成30年度(2018年度） から平成42年度(2030年度） までとします。

3 対象とする温室効果ガス

対象とする温室効果ガスは、 県の事務・事業からの排出が考えられる二酸化

炭素(CO2)、 メタン(CHふ 一酸化二窒素(N心）、 ハイドロフルオロカ ー

ボン(HFC)、 六ふっ化硫黄(SF6) の5物質とします。
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